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１．はじめに 

 江差追分事件最高裁判決は，「【要旨１】言語の著作物の翻案（著作権法２７条）とは，既存の

著作物に依拠し，かつ，その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ，具体的表現に修正，

増減，変更等を加えて，新たに思想又は感情を創作的に表現することにより，これに接する者が

既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為

をいう。そして，著作権法は，思想又は感情の創作的な表現を保護するものであるから（同法２

条１項１号参照），【要旨２】既存の著作物に依拠して創作された著作物が，思想，感情若しくは

アイデア，事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分におい

て，既存の著作物と同一性を有するにすぎない場合には，翻案には当たらないと解するのが相当

である。」と説く1。 

 この最高裁判決の判旨は，本来は言語の著作物の翻案に関するものであるが，言語の著作物に

限らず，広く一般の著作物の翻案に関しても妥当するものと考えられている。したがって，その

後の判決では，「言語の」を省略して，単に「著作物の翻案（著作権法２７条）とは…」と引用

されるのが一般的である。 

 ところで，江差追分事件最高裁判決の判旨は，絵画や音楽などの典型的な著作物の翻案につい

ては素直に妥当するだろうが，データベースの著作物の翻案に対しても妥当するのかは，必ずし

も明らかではない。データベースの著作物に関しては，著作権法 12 条の２第１項に特別の規定

が設けられており，創作性や保護のあり方について，他の著作物とは異なるという立場も取り得

る。本報告の知財高判平成 28年 1月 19日判決(平成 26(ネ)10038号)は，この問題に関して挑戦

的に取り組んだ。本報告は当該判決を紹介するとともに，これに検討を加える。 

 なお，本事件は複数の争点について争われたが，本報告では翻案に関してのみ報告する。 

 

２．事件概要 

（１）当事者 

・１審原告（控訴人兼被控訴人）：株式会社ブロードリーフ（原告ＣＤＤＢの著作権者） 

・１審被告ら（被控訴人兼控訴人）：被告ＣＤＤＢを含む旅行業者向けシステムを製造販売 

 余談となるが，１審原告と１審被告らの間には，複雑な関係が存在する。１審原告は，原告Ｃ

ＤＤＢの制作した会社（翼システム株式会社）から営業の譲渡を受けた旧原告会社（アイ・ティ

ー・エックス翼ネット株式会社）から訴訟承継したものである。一方，１審被告らは，翼システ

ム株式会社の元従業員らと知人が設立した会社である。これらの事情は，依拠性の成立にも大き

                                                        
1 江差追分事件最高裁判決に関する学説上の対立などの一般論は，第１３回判例研究会（平成２

８年３月４日）のプロ野球ドリームナイン事件［控訴審］の報告レジュメ（報告者：清水氏）に

も詳しくまとめられている。 



な影響を与えた。なお，翼システム株式会社は，翼システム事件として知られている事件の当事

者でもあった会社でもある。 

※ＣＤＤＢ：ＣＤに記録されたＤＢの意味とのこと 

 

（２）原告ＣＤＤＢの概要2 

 原告ＣＤＤＢは，４２個のマスターテーブル，４０５個のフィールド項目からなり，以下のと

おり，①出発地，経由地，目的地に面した道路に関するデータの検索，②道路を利用した移動に

関する経路探索・料金の算出，③ホテル・旅館，観光施設に関する情報の検索，④会社を特定し

て行う公共交通機関を利用した経路探索，⑤道路と地図を関連付けて行う地図からの検索，道路

地点，ホテル・旅館，観光施設，駅について市区町村，地区・県名からの検索を行うために，各々

列挙された各テーブルの体系的構成が構築されている。（テーブル名等は略） 

 体系的構成①：代表道路地点の情報を用いて，出発地，経由地，目的地に面した道路に関する

データの検索を可能とする体系的構成 

 体系的構成②：代表道路地点の情報を用いて，道路を利用した移動に関する経路探索・料金の

算出を可能とする体系的構成 

 体系的構成③：ホテル・旅館，観光施設に関する情報の検索を可能とする体系的構成 

 体系的構成④：会社を特定して行う公共交通機関を利用した経路探索を可能とする体系的構成 

 体系的構成⑤：道路と地図を関連付けて行う地図からの検索，道路地点，ホテル・旅館，観光

施設，駅について市区町村，地区・県名からの検索を可能とする体系的構成 

 

（３）被告ＣＤＤＢの概要 

 納品時期によって，当初版[ver1.0]，２００６年版[ver1.5]，現行版[ver2.0～ver3.1]，およ

び新版[ver3.2]に区分される。 

 

３．原審判決の概要 

（１）結論 

 被告ＣＤＤＢのうち，当初版，２００６年版，および現行版については，翻案の成立を認めた

が，新版については，その成立を否定した。 

 一般に，バージョンアップという行為は翻案に該当するとされている。つまり，原審判決の結

論は，翻案を繰り返すことによって，元の著作物の翻案ではなくなることを意味している。 

 なお，翻案の成立が否定された被告ＣＤＤＢ（新版）については，予備的主張にて一般不法行

為の成立が争われたが，最高裁平成２１(受)第６０２号・同第６０３号，同２３年１２月８日第

一小法廷判決［北朝鮮映画著作物事件］を根拠に成立が否定されている。 

 

（２）原審判決の判旨 

 控訴審判決との比較のために，原審判決の判旨を引用しておく。 

                                                        
2 紙面の都合上，記載は一部しか掲載していない。特に，情報の選択に関する記載は判旨との関

係を考慮し省略した。控訴審判決文 35頁 14行～37 頁 2行。 



「(1) 著作権法２条１項１０号の３は，データベースにつき，「論文，数値，図形その他の情報

の集合物であって，それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構

成したものをいう」とし，同法１２条の２第１項は，「データベースでその情報の選択又は体系

的な構成によって創作性を有するものは，著作物として保護する」と規定している。 

 このように，データベースとは，情報の集合物を電子計算機を用いて検索することができるよ

うに体系的に構成したものをいうところ，前記第２，１の前提事実及び前記１で認定した事実に

よれば，原告ＣＤＤＢは，データベースの情報の単位であるレコードを別のレコードと関連付け

る処理機能を持ついわゆるリレーショナル・データベースである。リレーショナル・データベー

スにおいては，入力される情報はテーブルと呼ばれる表に格納され，各テーブルはフィールド項

目に細分され，あるテーブルのあるフィールド項目を他のテーブルのあるフィールド項目と一致

させてテーブル間を関連付けることにより，既存の複数のテーブルから抽出したいフィールド項

目だけを効率的に選択することができるデータベースであるから，情報の選択又は体系的な構成

によってデータベースの著作物と評価することができるための重要な要素は，情報が格納される

表であるテーブルの内容（種類及び数），各テーブルに存在するフィールド項目の内容（種類及

び数），各テーブル間の関連付けのあり方の点にあるものと解される。 

 上記のような観点も踏まえ，原告ＣＤＤＢのようなリレーショナル・データベースについて情

報の選択に創作性があるというためには，データベースの主題，用途やデータベースの提供対象

等を考慮して決定された一定の収集方針に基づき収集された情報の中から，更に一定の選定基準

に基づき情報を選定することが必要であり，また体系的構成に創作性があるというためには，収

集，選定した情報を整理統合するために，情報の項目，構造，形式等を決定して様式を作成し，

分類の体系を決定するなどのデータベースの体系の設定が行われることが必要であると解され

る。 

 ただし，データベースにおける創作性は，情報の選択又は体系的構成に，何らかの形で人間の

創作活動の成果が表れ，制作者の個性が表れていることをもって足りるものと解される。 

(2) 次に，著作物の複製ないし翻案については，複製とは，印刷，写真，複写，録音，録画そ

の他の方法により有形的に再製することをいうとされているところ（著作権法２条１項１５号），

著作物の複製は，既存の著作物に依拠し，これと同一のものを作成し，又は，具体的な表現に修

正，増減，変更等を加えても，新たに思想又は感情を創作的に表現することなく，その表現上の

本質的な特徴の同一性を維持し，これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接

感得することのできるものを作成する行為をいうと解される。 

 また，著作物の翻案（著作権法２７条）とは，既存の著作物に依拠し，かつ，その表現上の本

質的な特徴の同一性を維持しつつ，具体的表現に修正，増減，変更等を加えて，新たに思想又は

感情を創作的に表現することにより，これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を

直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいう（最高裁平成１３年６月２８日第一

小法廷判決・民集５５巻４号８３７頁参照）。 

 そして，著作権法は，思想又は感情の創作的な表現を保護するものであるから（著作権法２条

１項１号），既存の著作物に依拠して作成又は創作された著作物が，思想，感情若しくはアイデ

ア，事実若しくは事件など表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において，既



存の著作物と同一性を有するにすぎない場合には，複製にも翻案にも当たらないというべきであ

る。 

 データベースについては，情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するものは，著作

物として保護されるものであるところ（著作権法１２条の２），上記のとおり，データベースに

おける創作性は，情報の選択又は体系的構成に，何らかの形で人間の創作活動の成果が表れ，制

作者の個性が表れていることをもって足りるものあるが（ママ），データベースの著作物として

保護されるのはあくまでも，具体的なデータベースに表現として表れた情報の選択や体系的構成

であって，具体的な表現としての情報の選択や体系的構成と離れた情報の選択の方針や体系的構

成の方針それ自体は保護の対象とはならないというべきである。」 

 なお，明示されてはいないものの，上記判旨のうち「リレーショナル・データベースにおいて

は，…，情報の選択又は体系的な構成によってデータベースの著作物と評価することができるた

めの重要な要素は，情報が格納される表であるテーブルの内容（種類及び数），各テーブルに存

在するフィールド項目の内容（種類及び数），各テーブル間の関連付けのあり方の点にあるもの

と解される。」の部分は，平成 14年 2月 21日中間判決［オフィス・キャスター事件］（平成１２

年(ワ)第９４２６号）の判旨で示された考え方である。 

 オフィス・キャスター事件も，リレーショナルデータベースに関する侵害が争われていたが，

この事件では「複製」が成立していると判断された。つまり，本件の原審は，オフィス・キャス

ター事件における考え方を踏襲しながら，江差追分事件最高裁の枠組みに従って「翻案」につい

ての判断をしたという位置付けとなる。 

 なお，本原審は，江差追分事件最高裁の枠組みに従ってデータベースの著作物における翻案の

成否を判断した最初の事例である。それは，被告が江差追分事件最高裁の枠組みに従った主張（い

わゆる「全体比較論」）を行ったことが大きかった3。 

 

４．本件控訴審判決 

（１）当事者の主張 

（ａ）原告 

「(c)以上のとおり，被告ＣＤＤＢ（新版）には，原告ＣＤＤＢ共通部分の体系的構成及び情報

の選択における創作的表現が認識可能なかたちで残っているから，被告ＣＤＤＢ（新版）に原告

ＣＤＤＢにないテーブルやフィールドがあり，また，データが追加されたとしても，被告ＣＤＤ

Ｂ（新版）において原告ＣＤＤＢ共通部分の表現上の本質的特徴を直接感得することができると

いうべきである。 

(d)この点に関し１審被告らは，被告ＣＤＤＢ（新版）と原告ＣＤＤＢとを全体で比較した場合

に，共通しないテーブル，フィールド項目が相当数を占め，それら相互間のリレーションの仕方

にも大きな相違がみられ，また，その保有する情報量に大きな差があるため，情報の選択の創作

性を有する共通部分がその一部にすぎず，相当部分が異なるから，被告ＣＤＤＢ（新版）から原

告ＣＤＤＢの体系的構成及び情報の選択における表現上の本質的特徴を直接感得することがで

きない旨主張する。 

                                                        
3 原審判決文 72頁 19行～73頁 3行。 



 しかしながら，被告ＣＤＤＢ（新版）には，原告ＣＤＤＢ共通部分の体系的構成及び情報の選

択における創作的表現が認識可能なかたちで残っている以上，原告ＣＤＤＢ共通部分の表現上の

本質的特徴を直接感得することができるというべきである。仮に被告ＣＤＤＢ（新版）全体から

直接感得することができる表現上の本質的特徴と原告ＣＤＤＢ共通部分の表現上の本質的特徴

とが異なるものであるとしても，このことは，被告ＣＤＤＢ（新版）において原告ＣＤＤＢ共通

部分の表現上の本質的特徴を直接感得することができることを否定する根拠となるものではな

い。」4 

（ｂ）被告主張 

「仮に被告ＣＤＤＢ（新版）と原告ＣＤＤＢ間に体系的構成又は情報の選択において共通点があ

り，その共通点において，データベースの表現としての創作性のある部分が含まれているとして

も，前記のとおり，個々の「論文，数値，図形その他の情報」それ自体ではなく，あえてこれら

の「集合物」であるデータベース自体に著作物性が認められていることに鑑みると，「集合物」

であるデータベースの翻案該当性を判断するに当たり，データベースのうちの特定の部分だけを

比較するのは不適切であり，データベース全体を比較してどの程度一致しているかを検討すべき

である。 

 この点，原告ＣＤＤＢの創作的表現の本質的特徴は，原告ＣＤＤＢの４２個のテーブル及び４

０５個のフィールド全体に包含されている。 

 そして，前記のとおり，被告ＣＤＤＢ（新版）と原告ＣＤＤＢの全体を比較した場合には，共

通しないテーブル及びフィールド項目が相当数を占め，また，それら相互間のリレーションの仕

方にも大きな相違があり，さらに，その保有する情報量に大きな差があり，体系的な構成又は情

報の選択において創作性を有する共通部分はその一部にすぎず，相当部分が異なっている。 

 したがって，被告ＣＤＤＢ（新版）には，原告ＣＤＤＢの体系的構成又は情報の選択における

創作的表現の本質的特徴が存在し，維持されているとはいえず，その本質的特徴を直接感得する

ことはできないから，原告ＣＤＤＢの複製物ないし翻案物には当たらないというべきである。」5 

（ｃ）主張のまとめ 

 上記のように、原告は「部分比較論」的な主張をし、被告は「全体比較論」的な反論をすると

いう、江差追分事件最高裁判決が示した翻案の枠組みにおける典型的な主張の対立となった。 

 

（２）判旨 

「著作権法１２条の２第１項は，データベースで，その情報の選択又は体系的な構成によって創

作性を有するものは，著作物として保護する旨規定しているところ，情報の選択又は体系的構成

について選択の幅が存在し，特定のデータベースにおける情報の選択又は体系的構成に制作者の

何らかの個性が表れていれば，その制作過程において制作者の思想又は感情が移入され，その思

想又は感情を創作的に表現したものとして，当該データベースは情報の選択又は体系的構成によ

って創作性を有するものと認めてよいものと解される。 

 そして，リレーショナルデータベースにおける体系的構成の創作性を判断するに当たっては，

                                                        
4 控訴審判決文 12頁 21行～13頁 16行。 
5 控訴審判決文 25頁 22行～26頁 14行。 



データベースの体系的構成は，情報の集合物から特定の情報を効率的に検索することができるよ

うにした論理構造であって，リレーショナルデータベースにおいては，テーブルの内容（種類及

び数），各テーブルに存在するフィールド項目の内容（種類及び数），どのテーブルとどのテーブ

ルをどのようなフィールド項目を用いてリレーション関係を持たせるかなどの複数のテーブル

間の関連付け（リレーション）の態様等によって体系的構成が構築されていることを考慮する必

要があるものと解される。また，リレーショナルデータベースにおいては，一般に，各テーブル

内に格納されるデータの無駄な重複を減らし，検索効率を高めるために，フィールド項目に従属

関係を設定して，新たなテーブルを設けたり，テーブル内に格納されているデータの更新を行う

際にデータ間に不整合が起こらないようにするために，関連性の高いデータ群だけを別のテーブ

ルに分離させるなどの正規化が行われており，その正規化の程度にも段階があることから，正規

化がもたらす意義や正規化の程度についても考慮する必要があるものと解される。 

イ 複製とは，印刷，写真，複写，録音，録画その他の方法により有形的に再製することをいい

（著作権法２条１項１５号），著作物の複製（同法２１条）とは，当該著作物に依拠して，その

表現上の本質的な特徴を直接感得することのできるものを有形的に再製する行為をいうものと

解される。また，著作物の翻案（著作権法２７条）とは，既存の著作物に依拠し，かつ，その表

現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ，具体的表現に修正，増減，変更等を加えて，新たに

思想又は感情を創作的に表現することにより，これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的

な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいうものと解される（最高裁平

成１３年６月２８日第一小法廷判決・民集５５巻４号８３７頁参照）。 

 そして，リレーショナルデータベースにおいては，データベースの一部分を分割して利用する

ことが可能であり，また，テーブル又は各テーブル内のフィールドを追加したり，テーブル又は

フィールドを削除した場合であっても，既存のデータベースの検索機能は当然に失われるもので

はなく，その検索のための体系的構成の全部又は一部が維持されていると評価できる場合があり

得るものと解される。 

 以上を前提とすると，被告ＣＤＤＢが原告ＣＤＤＢを複製ないし翻案したものといえるかどう

かについては，まず，被告ＣＤＤＢにおいて，原告ＣＤＤＢのテーブル，各テーブル内のフィー

ルド及び格納されている具体的な情報（データ）と共通する部分があるかどうかを認定し，次に，

その共通部分について原告ＣＤＤＢは情報の選択又は体系的構成によって創作性を有するかど

うかを判断し，さらに，創作性を有すると認められる場合には，被告ＣＤＤＢにおいて原告ＣＤ

ＤＢの共通部分の情報の選択又は体系的構成の本質的な特徴を認識可能であるかどうかを判断

し，認識可能な場合には，その本質的な特徴を直接感得することができるものといえるから，被

告ＣＤＤＢは，原告ＣＤＤＢの共通部分を複製ないし翻案したものと認めることができるという

べきである。」 

 

（２）あてはめ（新版の体系的構成の部分のみ） 

「以上によれば，被告ＣＤＤＢ（新版）のうち，原告ＣＤＤＢと一致する２０のテーブル，フィ

ールド及びテーブル間のリレーションにおいては，被告ＣＤＤＢ（現行版）と同様に，原告ＣＤ

ＤＢの体系的構成①ないし③及び⑤に係る体系的構成が依然として維持されていると認められ



る。 

 そして，かかる体系的構成は，原告ＣＤＤＢの制作者において，それまでのデータベースには

なかった設計思想に基づき構成した原告ＣＤＤＢの創作活動の成果であり，依然としてその部分

のみでデータベースとして機能し得る膨大な規模の情報分類体系であると認められ，データベー

ス制作者の個性が表現されたものということができる。 

 したがって，上記のとおり被告ＣＤＤＢ（新版）と共通する原告ＣＤＤＢの部分については，

データベースの体系的構成としての創作性を有するものと認められる。 

 他方で，被告ＣＤＤＢ（新版）では，前記(ウ)ｄのとおり，体系的構成④の点に変化が生じて

いるほか，…，被告ＣＤＤＢ（新版）においては，新たな検索等のための体系的構成が生じてい

ることが認められる。 

 しかしながら，被告ＣＤＤＢ（新版）における体系的構成④に係る上記の変化は，それ以外の

体系的構成①ないし③及び⑤の同一性を失わせるものではない。また，上記のとおり被告ＣＤＤ

Ｂ（新版）に新たに付け加えられたテーブル並びにこれに関連するフィールド及びリレーション

は，…，あくまでも体系的構成①ないし③及び⑤の存在を前提に，検索の利便性をさらに向上さ

せるものと位置付けられるものであるから，それによって体系的構成①ないし③及び⑤の同一性

が失われたということはできない。これ以外に被告ＣＤＤＢ（新版）に新たに付け加えられたフ

ィールドやリレーションについても，これと同様である。 

 そうすると，被告ＣＤＤＢ（新版）においては，原告ＣＤＤＢの体系的構成①ないし③及び⑤

の本質的な特徴が認識可能であるものと認められる。 

 したがって，被告ＣＤＤＢ（新版）に新たに付け加えられたテーブル，フィールド及びリレー

ションの存在によって生じた体系的構成の部分が創作性を有するとしても，被告ＣＤＤＢ（新版）

においては，原告ＣＤＤＢの体系的構成①ないし③及び⑤の本質的な特徴が認識可能であり，そ

の本質的な特徴を直接感得することができるものというべきである。」6 

 

（３）控訴審の結論 

 上記判断の結果，当初版，２００６年版，および現行版のみならず，新版についても翻案の成

立を肯定した。 

 

５．研究 

（１）本件判決の判例上の地位 

 本件判決の原審は、江差追分事件最高裁判決が示した翻案の枠組みに従って、データベースの

著作物における翻案の成否を判断した最初の事例であった。本件控訴審判決は、その原審判決に

対して当事者双方が控訴したものである。なお、本件控訴審判決に対する上告は、既に棄却され

ており判決としても確定している。データベースの著作物に関する事件は、そもそも数が少ない。

本件判決は、その意味でも貴重である。 

 

（２）本件判決に対する賛否 

                                                        
6 控訴審判決文 68頁 26行～70頁 21行。 



 判決の結論および理由について概ね賛成（一部大賛成）であるが、その採用した論理について

は賛成しかねる部分もある。 

 以下、これを検討する。 

 

５－１．創作性に関する検討（判旨の第１段落および第２段落に対応） 

（１）データベースは表現なのか 

 著作権法 12 条の２第１項は「データベースでその情報の選択又は体系的な構成によって創作

性を有するものは，著作物として保護する。」ことを規定する。この規定は一見すると，データ

ベースの場合，創作性さえ有していれば，表現であるか否かにかかわらず，著作物として保護を

受け得ることを規定しているようにも読める7。 

 上記引用したように，本件判旨は最判要旨２を引用せず8，しかも，翻案の判断の枠組みからは

「表現」の文言を削除している。上記規定を同法２条１項１号の例外規定と捉えるならば，その

こと自体は正当化できるかもしれない。しかしながら，それでもなお「データベースは表現なの

か？」という問いからは逃れることはできないだろう。なぜならば，創作性に対する立場を「個

性の現れ」としようとも「表現の選択の幅」としようとも，創作性自体が表現であることを前提

とした概念であるからである。 

 まして，判旨が説くように「リレーショナルデータベースにおける体系的構成の創作性を判断

するに当たっては，…正規化がもたらす意義や正規化の程度についても考慮する必要がある」と

するならば，「正規化のもたらす意義」をデータベースの表現としての側面に則して検討するこ

とが不可欠となる。 

 

（２）データベースの設計プロセス 

 判旨に述べられた（リレーショナル）データベースの記述は概ね正しいのだが，データベース

の創作性を検討するには好適ではない。その記述は結果物に対する視点からの記述だからだ。デ

ータベースの創作性を検討する際には，創作過程（設計過程）に基づいた説明の方が適切であろ

う。 

 一般に，データベースの設計は，概念設計と論理設計と物理設計に分けられる（図１参照）。

概念設計と論理設計の違いは，論理設計で採用する論理構造に依存するか否かであり9，論理設計

と物理設計の違いは，ハードウェアに依存するか否かである。そして，リレーショナルデータベ

ースとは，論理設計で採用した論理構造がリレーション型であるものをいう10。 

                                                        
7 実際は，文化庁著作権審議会第７委員会報告書（昭和６０年９月）には，「「素材の選択又は配

列」という編集著作物の観点からのみデータベースの創作性を考えることは必ずしも十分ではな

く，著作権法第 2条第 1項第 1号に定められている「思想又は感情を創作的に表現したものであ

って，文芸，学術，美術又は音楽の範囲に属するもの」という著作物の定義に立ち返り，データ

ベースの創作性を考えるべきである。」との指摘がある。 
8 原審の判決では，最判要旨２に相当する部分まで引用されていた。 
9 現在のデータベースの多くがリレーショナルデータベースであり，これを前提とする場合，概

念設計と論理設計を区別しないこともある。 
10 その他の論理構造として，階層型やネットワーク型などがある。 



 

 リレーショナルデータベースの例で説明すると，概念設計では，データベース化の対象となる

エンティティを実世界から抽出し，これらエンティティのアトリビュート（属性），およびエン

ティティ間のリレーション（関連付け）11を定める。論理設計では，判旨でも指摘された「正規

化」と呼ばれる手法を中心に論理構造を構築する。物理設計では，例えばインデックス設計など

が行われる。 

 ここで重要となる視点は，データベースも実世界に主題対象を有するということである。法２

条１項１号は，思想又は感情を表現することを要求しているが，これは表現の主題が思想又は感

情であることを要求してはいない。前衛的な芸術には例外もあろうが，絵画や音楽も実世界の何

かを主題対象とするものであり，その主題対象に対して創作者の思想や感情が加味されているに

すぎない。ならば，データベースも実世界の何かを主題対象としているという意味では，典型的

な表現である絵画や音楽と並列的に議論することができるだろう。重要なのは，実世界の主題対

象がデータベースの構成における何処に表れ，そしてユーザにどのように伝えられるかを追跡す

ることだ。 

 

（３）概念設計における創作性 

 一般に，網羅的・機械的なデータベースは，情報の選択において創作性を認定することが困難

であることが指摘される12。これは，法 12条の２第１項の「情報の選択」が「レコードの選択」

に対応しているとの立場によるものなのだろう。法２条１項 10 号の３との関係を考えても，そ

の理解には妥当性がある。ここで問題となるのは，レコードの選択とエンティティの選択は全く

異なるということだ。 

 一般的なデータベースは，完成後にレコードの追加・変更・削除等を行い得るように設計され

ている。そして，データのライフサイクルに従いレコード自体は更新され，当初のレコードが少

なくなっていくのが通常である。本事件でも，被告ＣＤＤＢ（新版）の全レコード数は大幅に増

加した。しかも，この性質は，原審における被告ＣＤＤＢ（新版）の翻案の成否判断に影響を及

ぼしているように思える13。 

                                                        
11 なお，ここではリレーションは，リレーショナルデータベースの語源であるリレーションとは

異なる。この意味では，判旨におけるリレーショナルデータベースの記述は一部不正確なところ

がある。 
12 実際，当事者の主張においても原告ＣＤＤＢが網羅的・機械的であるか否かについて対立して

いる。 
13 原審判決文 237頁 11行～238頁 23行。 



 このような事態に対する方策として，法 12 条の２第１項の「情報の選択」に，レコードの選

択のみならず，エンティティの選択も考慮するということが考えられるだろう。原告ＣＤＤＢの

制作に際し，道路情報や道路地点などの選択が行われており14，その具体的方法として，始点と

終点ならびにその間の距離および所要時間というエンティティを，ダイクストラ法を用いた経路

探索のために選択している15。これらは一般に概念設計と呼ばれる作業の一部である。始点と終

点ならびにその間の距離および所要時間を選択すること自体はデータベースの論理構造には依

存しない問題だ。そして，傍論であるが「旅行業者向けのデータベースにおいては，道路地点に

ついての情報の選択に当たって特定の道路地点を選ぶことに制作者の創作性の発揮があるとい

うべき」16との指摘もなされている。 

 本件判決を，法 12 条の２第１項の「情報の選択」の創作性として，エンティティの選択を考

慮したと理解するのは少し無理もある。概念設計における創作性を考慮することの是非は，今後

の課題となるだろう。今回は同じ論理構造のデータベース間で事件が発生したので，論理設計に

おける創作性の問題で事件を解決し得たが，異種論理構造のデータベース間で被疑侵害事件が発

生した場合，概念設計における創作性を評価する必要性も生じることになる。 

 

（４）論理設計における創作性 

 リレーショナルデータベースにおける論理設計では，判旨でも指摘された「正規化」と呼ばれ

る作業が行われる。正規化には，第１正規化から第５正規化まであり17，「正規化の程度にも段階

がある」というは判旨でも指摘されている通り。だが「正規化の程度に段階がある」こともって，

これを表現の選択の幅とし，直ちに創作性を認めることは適切でない。ありふれた正規化であれ

ば創作性は否定されるべきであろう18。そこで，「正規化がもたらす意義」についても検討する。 

 一般論としての正規化の意義は，判旨も指摘する「データの更新を行う際にデータ間に不整合

が起こらないようにするため」である。そのために，正規化では，エンティティやアトリビュー

ト間の従属性（判旨中では従属関係）に着目し，テーブルの体系的構成の整理が行われる。正規

化が適切でないと，事前登録不能や重複更新や関係喪失などの問題が生じてしまうからだ。例え

ば，旅行行程の注文を受ける前に観光施設（の候補）の登録をすべきだろうし，旅行行程がキャ

ンセルされたからといって観光施設の登録まで削除する必要はない。正規化は，データベース化

しようとする実世界のルールとデータの論理構造とを整合させ，このような不都合を回避する。 

 ここで重要なことは，データベースの制作者は，データベース化しようとする実世界側の従属

性を認識し，これをデータベースの論理構造の中に正規化として組み入れているのだということ

だ。逆に言うと，正規化には，被写体とも言える従属性が実世界側に存在していると言える。こ

れが，データベースの正規化における表現としての側面となろう19。 

                                                        
14 控訴審でも引用された原審判決文 105頁～112頁。 
15 少なくとも始点や終点は検索対象ではなかったはずで，その意味では法２条１項 10号の３の

「情報」にはならない。 
16 控訴審判決文 75頁 11～13行。 
17 第３正規化と第４正規化の間のボイス・コッド正規化や第５正規化より高次の第６正規化を認

める流儀もある。 
18 リレーショナルデータベースであれば，少なくとも第１正規化はされている。 
19 ソシュールは記号をシニフィアン（記号表現）とシニフィエ（記号内容）に分けて議論した。



 もっとも，データベースの制作者は，実世界に存在する従属性のすべてを正規化としてデータ

ベースの中に組み入れるわけではない。正規化は検索時の結合処理の増大を伴うので，正規化の

高次化はパフォーマンスとトレードオフの関係になるからである。そして，このことに「正規化

の程度にも段階がある」ことの意義も現れる。 

 つまり，データベースの制作者は，パフォーマンスを犠牲にしてでも，その従属性が重要であ

ると考えれば，データベースの中に正規化として取り入れるだろうし，さほど重要でないと考え

れば，パフォーマンスを優先して正規化しないという選択をする。データベース化する対象にお

ける従属性をどれほど重要視するかは，データベースの制作者の設計思想や個性の問題となろう。 

 さらに，正規化には，情報無損失分解という性質があり，低次の正規化は高次の正規化に含ま

れる関係にある。つまり，第ｎ次の正規化まで行ったことが表現上の本質的特徴であるならば，

これを第ｎ＋１次の正規化まで行ったとしても，その表現上の本質的特徴の同一性が維持される

ことになる。もっとも，第ｎ＋１次の正規化をしなかったことを表現上の本質的特徴と見るなら

ば，第ｎ＋１次の正規化まで行うことが表現上の本質的特徴の同一性を喪失すると考える余地も

あるだろう。 

 以上のように，リレーショナルデータベースの論理設計における正規化には，選択の幅があり，

その意義を考えれば，データベースの制作者の設計思想や個性が現れ得る。正規化が創作性をも

たらすことを前提に、ありふれた正規化等の不適当なものを除外すればよいといえるだろう。本

件判旨が，データベースの著作物における体系的構成の創作性において，「正規化がもたらす意

義や正規化の程度についても考慮する必要がある」と指摘したことは大いに賛同したい。 

 ただし，正規化の具体的な取り扱いとなると少し不満が残る。例えば「料金種別の増加に対応

できるように新たなテーブルを設けること自体は，単なる正規化にすぎず，原告ＣＤＤＢに新た

に創作的表現を加えたものとはいい難い。」20との指摘があるが，そもそも被告側が「原告ＣＤＤ

Ｂに新たに創作的表現を加えた」のか否かは，複製と翻案を分ける基準でしかないし21，正規化

が情報無損失分解だとしても，それは何も追加しないことを意味するものではない。 

 

５－２．翻案に関する検討（判旨第３段落および第４段落に対応） 

（１）３層スキーマ 

 データベースの構造の捉え方として，３層スキーマというものがあり，その流儀にはいくつか

あるが，主に以下の２つが知られている。１つ流儀は，ＡＮＳＩ（米国国家規格協会）が定めた

外部スキーマと概念スキーマと内部スキーマに分けるものである。簡単に言うと，外部スキーマ

はユーザ22から見たデータベースの側面であり，概念スキーマは制作者から見た側面であり，内

部スキーマはハードウェアに接する側の側面である。もう１つの流儀は，概念スキーマと論理ス

キーマと物理スキーマとに分けるものであり，データベースの設計の分割に整合させたものだ。

                                                                                                                                                                            

この言い方を借用すれば，正規化がシニフィアンで，業務のルールがシニフィエとなる。 
20 控訴審判決文 45頁 4行～6 行，51頁 23行～25行。 
21 引用部分は被告ＣＤＤＢ（新版）に関する言及であるが，バージョンアップを繰り返した後の

版であるので，複製に該当するか否かは事実上の争点にならない。 
22 この場合のユーザには後段のアプリケーションソフト等も含まれており，必ずしも「者」では

ない。 



ここでは，創作性の議論でデータベースの設計を概念設計と論理設計と物理設計とに分けたこと

との連続性を考慮し，ＡＮＳＩが定めた３層スキーマを外部スキーマ，概念・論理スキーマ，お

よび，内部スキーマと呼び23，こちらの３層スキーマを採用する。 

 ＡＮＳＩが３層スキーマを定めた意図とは全く異なるのだが24，これを使うと江差追分事件最

高裁で示された翻案の要件は図２のように整理できるだろう25。以下では，ＡＮＳＩの３層スキ

ーマに沿いながら，江差追分事件最高裁で示された翻案の要件を検討する。 

 

 

（２）最判要旨２ 

 最判要旨２は，法２条１項１号を根拠に、著作権法が思想又は感情の創作的な表現を保護する

ものであるから，この保護の対象にならない部分に同一性があったとしても，翻案には該当しな

いことを説示している。すでに指摘したように，本件判決は，最判要旨２に相当する部分を引用

せず，また，データベースの論理構造や正規化が法２条１項１号としての「表現」であるかの検

討をしてもいない。しかしながら，結果的には，データベースの論理構造や正規化には表現とし

ての側面があり，データベースの制作者の設計思想や個性が現れ得る。したがって，創作性ある

表現の存否を検討する共通部分は，概念・論理スキーマに求めればよいと言えるだろう。つまり，

判旨の言うように「まず，被告ＣＤＤＢにおいて，原告ＣＤＤＢのテーブル，各テーブル内のフ

ィールド及び格納されている具体的な情報（データ）と共通する部分があるかどうかを」検討す

ればよいことになる。 

 もっとも，外部スキーマや内部スキーマにも知的活動の成果が含まれており，それらにも最判

要旨２でいう創作的表現と認めることができるのかは今後の課題となる。とくに，外部スキーマ

の方向に対する拡張はあって良いようにも思える。 

 

（３）最判第２要件 

                                                        
23 一般に論理スキーマと内部スキーマは同じものと考えられている。 
24 ＡＮＳＩで３層スキーマが提案されたのは 1970年代なので，最高裁判決よりも 20年以上も前

のことになる。 
25 依拠性と創作性の追加の議論はここでは省略する。 



 最判第２要件は，「その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ（別の著作物を創作する）」

という被告側行為に関する要件である。従前から議論となっていることは表現上の本質的な特徴

と表現上の創作性がある部分とは同一かということ。表現上の創作性がない部分が表現上の本質

的な特徴を基礎付けることはないだろうが，表現上の創作性がある部分であっても表現上の本質

的な特徴とはならないこともあるのだろうか。２つを区別する立場として，創作性の要件は，必

ずしも高いものが要求されていないことを指摘した上で，表現上の本質的な特徴はそれよりも高

いものが要求されるとするものがある。データベースの著作物の場合も，共通部分に創作性を見

出すのは容易過ぎてしまう可能性がある。 

 共通部分の認定において完全な一致を要求することは現実的ではない。本件でも，原告は正規

化の追加分を除いて一致するテーブルを（実質的に）一致するとして共通部分を主張しているし，

裁判所もそれを認めている26。正規化が情報無損失分解であることを考えれば，妥当な考え方だ。

もし，情報無損失分解を行って共通部分が存在しないことにし得るなら，侵害回避はあまりにも

容易となる。一方，体系的構成の創作性を正規化によって組み入れられた従属性の表現であると

考えると，これも情報無損失分解という性質によって，正規化の追加の範囲で維持されてしまう

ことになる。 

 このような現象は，正規化が要素的過ぎることに起因するのだろう。だとすれば，表現上の創

作性をテーブル等の要素的な問題とし，表現上の本質的な特徴をそれよりも広い「まとまり」に

対する問題として，両者を区別することは１つの解決方法となる。この「まとまり」の問題につ

いては，議論の重複を避けるため，最判第４要件の箇所で検討したい。 

 

（４）最判第４要件 

（ａ）感得主体 

 最判第４要件における「これに接する者」が誰であるかの問題は，表現上の本質的な特徴を直

接感得する主体として，どのような感得能力を想定するかの問題といえる。高い感得能力を想定

すれば，新たに追加された創作性が存在しても原告側の表現上の本質的な特徴を感得し得るだろ

うし，低い感得能力を想定すれば，新たに追加された創作性に埋没してしまい，原告側の表現上

の本質的な特徴を感得し得ないだろう。どのような感得能力を想定するかは，著作物や事件の性

質に応じて適切に考えればよい問題だ。 

 本件判旨は，その対応部分において，「これに接する者」という文言を削除してしまっている。

感得主体を削除した理由は判決では述べられてないのだが，データベースにおいては感得主体と

いうものを観念できないと考えたのかもしれない。しかしながら，ＡＮＳＩが定める標準では，

「これに接する者」を観念できるどころか，主体が変わればデータベースの見え方も変わること

を定めている。「これに接する者」はユーザと考えるのが適切となろうが，ユーザからはデータ

ベースがどのように見えるのかは以下で詳しく検討する。 

 

（ｂ）データベースに接する者の感得 

 本件判旨は「認識可能な場合には，その本質的な特徴を直接感得することができるものといえ

                                                        
26 控訴審判決文 43頁５～８行。 



る」としているが，最判第４要件の意義は，たとえ共通部分に表現上の本質的な特徴の同一性の

維持を認識できても，「これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得する

こと」ができないこともあり得るとするものだから，判旨はその意義を否定しているようにも思

える。そもそも認識できないものの同一性の維持なんて判断できないのだから，感得主体の削除

と相まって，これは大きな変更であるように思われる。 

 これは，単に「感得」の語感がデータベースに合わないという理由で「認識」に変えたのかも

しれないが，それは江差追分事件最高裁判決が言語の著作物の翻案に関するものだったからであ

り，法２条１項 10 号の３の記載から考えても，データベースに対する「感得」は，検索（一般

にはクエリと呼ばれる）やこれに伴う使用感であると理解するのが自然だろう。実際，判決中で

も，検索可能であることに着目した論理が多くみられる。だとすれば，これは必要な変更であっ

たのか疑問に思う。 

 

（ｃ）訴訟物の観点 

 著作権は無方式主義であるから，原告は，被疑侵害品に接した後に自己に有利な部分のみを特

定し，原告著作物のうち当該部分が侵害されたと主張することができる。これに対し，被告はそ

の他部分も含めて相違点も多くある旨の反論をするのだが，原告は被告の反論に対して，訴訟物

の範囲外の主張であるので失当であるとの再反論をすることになる。本事件もこの例に漏れず，

このような攻撃と防御が行われている（上記当事者の主張等参照）。 

 この訴訟物の観点の問題に対して，知財高裁平成 24年 8月 8日判決（平成 24年（ネ）第 10027

号事件：釣りゲーム事件控訴審）は，「まとまりのある著作物」という考え方を導入し，「翻案権

の侵害の成否が争われる訴訟において，著作権者である原告が，原告著作物の一部分が侵害され

たと考える場合に，侵害されたと主張する部分を特定し，侵害したと主張するものと対比して主

張立証すべきである。それがまとまりのある著作物といえる限り，当事者は，その範囲で侵害か

非侵害かの主張立証を尽くす必要がある。」としつつ，一方で「著作権者が，まとまりのある著

作物のうちから一部を捨象して特定の部分のみを対比の対象として主張した場合，相手方におい

て，…まとまりのある著作物のうち捨象された部分を含めて対比したときには，表現上の本質的

な特徴を直接感得することができないと主張立証することは，（まとまりのある著作物）の範囲

内のものである限り，訴訟物の観点からそれが許されないと解すべき理由はない。」と説いた。 

 本判決もこの考え方を踏襲したと考えられる。本判決は「１審被告らは，原告ＣＤＤＢの創作

的表現の本質的特徴は，その４２個のテーブル及び４０５個のフィールド全体に包含されており，

被告ＣＤＤＢにおいてその一部のみが一致していることをもって，原告ＣＤＤＢ全体の本質的な

特徴の同一性が維持されているとはいえない旨主張する。（改行略）しかしながら，リレーショ

ナルデータベースにおいては，データベースの一部分を分割して利用することが可能である。そ

して，被告ＣＤＤＢ（新版）との共通部分に係る原告ＣＤＤＢの体系的構成①ないし③及び⑤は

一定のまとまりを有するものとして認識可能であり，これに係る創作的表現は，データベースの

体系的構成として保護されるべきであるし，その共通部分が被告ＣＤＤＢ（新版）全体において

占める割合の大小は，原告ＣＤＤＢの共通部分の上記体系的構成の本質的な特徴の同一性が維持



されているか否かを直接左右するものではない。」27として被告の主張を退けている。 

 上記引用から解るように，本判決は原告ＣＤＤＢのうち体系的構成①～⑤（結果的に④を除外）

を「まとまりのある著作物」として（表現上の）本質的な特徴の問題を議論している。ここで問

題となるのは，まとまりのある著作物としての体系的構成①～⑤をどのように正当化するのかで

ある。原告または被告が恣意的に「まとまりのある著作物」を定めてしまっては，上述の問題を

解決したことにはならない。 

 最判第 4要件の記載を考えれば，「まとまりのある著作物」とは，既存の著作物に接する者の

感得に影響を及ぼす範囲と考えるのが自然だろう。「これに接する者」とは，被疑侵害品に接す

るものであるが，そもそも既存の著作物に接する段階でまとまりとして感得できない表現上の本

質的特徴が，被疑侵害品においてこれに接する者が感得できることはないだろう。以下，データ

ベースに接する者の感得がどの範囲で影響を及ぼされるのかを検討する。 

 

（ｄ）外部スキーマ 

 先述したように，外部スキーマは，ユーザから見たデータベースの側面である。リレーショナ

ルデータベースではビューとも呼ばれ，クエリ（簡単に言えば検索のこと）を多段化して仮想的

テーブルを構成することで実現される。ユーザからは，この仮想的テーブルに対してクエリを行

っているように見える。 

 外部スキーマ（ビュー）を構成するメリットは複数あるが，各ユーザまたは各用途に応じた機

能を切り分けて提供することができることが挙げられる。これは推測になってしまうのだが，原

告ＣＤＤＢでは，体系的構成①～⑤に関して図３のようなスキーマが採用されていたのかもしれ

ない。仮にこのようなスキーマを採用した場合，ユーザからは，体系的構成①～⑤に関するビュ

ーが別のデータベースのように見えており，ある体系的構成のみに関する実体的テーブル（基底

テーブルと呼ばれる）が変更されたとしても，他の体系的構成に関する検索を行った際にそれを

感得することはないだろう。 

                                                        
27 控訴審判決文 73頁 1 行～14行。なお，引用部分は同一性の維持に関して述べているので，直

接的には最判第２要件の問題であるかもしれないが，議論の重複を避けるためにこちらで議論し

た。ただし，当該引用部分を最判第４要件の問題であると見ることもできる。そもそも判決は，

認識可能であれば，直接感得できるという立場を採用しているし，共通部分以外の部分に相違点

があったとしても，共通部分の同一性が維持されるのは自明な問題だからだ。この言及は，いわ

ゆる「全体比較論」との関係で述べられているように思える。 



 

 本件判決では，体系的構成①ないし③及び⑤の同一性は維持されていると指摘する一方で，体

系的構成④に関するテーブルが変更されていることを指摘している。その上で，「被告ＣＤＤＢ

（新版）における体系的構成④に係る上記の変化は，それ以外の体系的構成①ないし③及び⑤の

同一性を失わせるものではない。」28と指摘した。この指摘は，上記データベース技術の観点か

ら見ても起こり得るように思える。また，判旨における「リレーショナルデータベースにおいて

は，データベースの一部分を分割して利用することが可能であり，…検索機能は当然に失われる

ものではなく…」との指摘も，この技術の性質に対応すると捉えることができる。体系的構成①

～⑤を「まとまりのある著作物」として表現上の本質的な特徴の問題を議論することは，技術的

観点からも一定の正当性があると言えるだろう。 

 なお，「まとまりのある著作物」の画定の問題は，外部スキーマ（ビュー）が現に実装されて

いたか否かの問題から独立して議論されるべきであろう。感得主体にどのような感得能力を想定

するかは，著作物や事件の性質に応じて適切に考えればよい問題だからだ。ここでの指摘は，「ま

とまりのある著作物」に関する主張ないし認定を行う際に，データベースにはユーザからの見え

方を分離・独立させて「まとまり」を持たせる技術が存在しているということは，妥当な結論に

到達することを容易にするだろうということである。 

 

（ｅ）感得の直接性 

 外部スキーマ（ビュー）を介してデータベースに接するユーザは，仮想的テーブルを実在する

テーブルのように取り扱うので，背後にある実体的テーブルの存在を意識することはない29。だ

とすれば，制作者が実体的テーブルを正規化することによって加えた創作性や本質的特徴も，ユ

ーザには感得されないのではないかという疑問も生じる。しかしながら，先述したように正規化

                                                        
28 控訴審判決文 69頁 24行～25行。 
29 例えば，C. J. Date, データベース実践講義: エンジニアのためのリレーショナル理論, 

O'Reilly Japan, 2006, p. 75. 



のメリットは更新時不整合を回避すること等であり，正規化の状態を知ることはなくても，その

メリットは何らかの形でユーザに感得されるだろう。ただし，その感得は「直接」とは言えない

のかもしれない。 

 このような問題は，データベースの著作物に限ったものではない。例えば，画家はキャンバス

の下塗りをする際に色の選択や領域ごとに厚さを調節したりする。これは，下塗りが直接は見え

なくても，塗り重ねる絵具の質感に影響し，接する者の感得にも影響を及ぼすことを知っている

からであろう。創作者は，何らかの感得をすることをこれに接する者が自覚しないとしても，そ

の無自覚の感得に影響を及ぼすために創作能力を発揮するものだ30。このような問題が顕在化し

ないは，典型的著作物では創作的表現や本質的特徴が他にも多くあるからだけのように思える。 

 この「表現上の本質的な特徴を直接感得する」というフレーズは，パロディ事件の最高裁判決

に由来するとされる。この事件は，旧法上の同一性保持権に関するものであるが，旧法 18条は，

同一性保持権だけでなく複製および翻案も含むものだった。最判第 4要件にこのフレーズが用い

られたのは，その事情に鑑み，連続性および整合性に配慮したものなのだろう。 

 だとするならば，この要件に「直接」の文言が記載されているとしても，これを間接的な感得

を排除したものと理解するのは適切ではない。これもまた，どのような感得能力を想定するかは，

著作物や事件の性質に応じて適切に考えればよい問題でしかないと言えるだろう。 

 

６．おわりに 

 データベースの保護については，著作権法に限らず他法を含めても欠缺が存在していると考え

る人が多い。筆者はそれに反対するつもりはないが，不用意な拡張は本当に必要な制度の妨げに

なるので，そこは慎重であるべきであろうと思う。 

 本稿で検討したように，データベースにも表現としての側面が存在し，それがデータベースの

構成における何処に表れ，そしてユーザにどのように伝えられるかを追跡すれば，データベース

も絵画や音楽などの典型的な著作物と大きくは違わないように思われる。少なくとも今回の事案

については，典型的な著作物と同じように江差追分事件最高裁判決が示した翻案の枠組みを適用

できたのではないだろうか。 

 本件判決の結論は、概ね賛同できるものであるし、データベースの技術論の観点から見ても妥

当であると考えられる指摘が随所に散見される。その意味では称賛されるべき判決といえるので

あろうが、一方で、法律論の中で重要視されてきた要素に対して不必要な特別扱いがなされてい

るようにも思える。 

 データベースは、その性質上、部分的な盗用が容易である。極端な例として格納されているデ

ータの１つのみを盗用することを考えると、これが著作権法の保護対象ではないことが明らかで

あるにしても、正規化に創作性を認めてテーブルの１つのみを盗用することを著作権法の保護す

べきか否かも難しい問題だ。このような状況を考えると、データベース全体ではないどこかに「ま

とまりのある著作物」を考え、その範囲の中で侵害を争うことの要請も高いと考えられる。 

 本件判決は、判旨で「リレーショナルデータベースにおいては，データベースの一部分を分割

                                                        
30 セザンヌにとってキャンバスの下塗りは表現の一部であったと思われるのだが，あそこまで露

骨にやっても多くの人は気が付かないのではないかと思う。 



して利用することが可能」であることを指摘し、その帰結として原告ＣＤＤＢの体系的構成に「ま

とまり」を認めている。この考え方は、データベースの技術論とも整合し、今後の実務にも役立

つ指針を与えることになるだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

この資料は、2017年 3月 31日に開催された日本知財学会：第 25回判例研究会にて配布されたも

のです。 

https://www.ipaj.org/bunkakai/chizaiseido_hanrei/event/kenkyukai_20170331.html 
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